
えるぼし認定について

（女性活躍推進法）

認定マーク「えるぼし」

「Ｌ」には、Ｌａｄｙ（女性）、Ｌａｂｏ

ｕｒ（働く、取り組む）、Ｌｅａｄ（手

本）などさまざまな意味があり、「円」は

企業や社会、「Ｌ」はエレガントに力強く

活躍する女性をイメージしています。

様々な企業や社会の中で活躍し、星のよう

に輝く女性への「エール」と、そんな輝く

女性が増えていくようにとの願いを込めて

「えるぼし」としました。

兵庫労働局作成（Ｒ５．１２）



１ えるぼし認定について（女性活躍推進法）
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常時雇用する労働者が１０１人以上の企業は、自社の女性の活躍の推進に関する「一般事業主行動計

画」を策定し、社内周知すること、外部にインターネット等で公表すること、策定した旨を労働局に届

け出ることが義務とされています。（１００人以下の企業は努力義務）

自社の女性の活躍に関する状況について、外部にインターネット等で公表し、毎年更新することも義務

とされています。（１００人以下の企業は努力義務）※301人以上企業は、男女の賃金差の公表も義務となりました。

女性活躍推進法で民間企業に求められていること

行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の

活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業を認定

する制度が定められています。

女性活躍推進法とは

○ 職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、

平成２８年４月１日から施行。

○ 施行期間１０年（令和７年度末まで）の時限立法。

○ 現在の法律の有効期限は、令和８(2026)年３月３１日まで。



１ 採用

２ 継続就業

３ 労働時間等の働き方

４ 管理職比率

５ 多様なキャリアコース

この５つの評価項目を

満たした数により、認

定段階が決まります。

５つすべて➡３段階目

３～４ ➡ ２段階目

１～２ ➡ １段階目
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えるぼし認定基準

一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表 労働局へ
の届出も
必要

「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」

重大な法令違反のないこと

注！
基準を満たさない
項目についても、
２年以上連続して
実績が改善してい
る必要がありま
す！

基準を満たした実績
は、毎年「女性の活
躍推進企業データ
ベース」で最新数値
を公表する必要があ
ります。



以下の４項目のデータ算出は必須です。

雇用管理区分（職種や雇用形態によ

る従業員の雇用管理上の区分）ごと

の採用した労働者に占める女性割合

雇用管理区分ごとの男女の平均勤続

年数の差異

各月ごとの平均残業時間数

管理職に占める女性割合
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一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表

女性活躍推進法の一般事業主行動計画は、自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析を行った上で策定する必要

があります。

株式会社A 行動計画

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次のとおり策定する

１．計画期間 令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日

２．目標と取組内容

目標１ 技術職の女性労働者の採用を令和４年度に比べ〇人以上増やす

取組内容 令和〇年〇月～ 女性労働者が活躍できる企業であることをPRする
（会社案内・ホームページに掲載）

令和〇年〇月～ 女性がいない又は少ない部門（製造部門）・職種

（技術職）への女性労働者の積極的な採用

目標２ 労働者１人当たりの月平均残業時間を〇時間以内とする

取組内容 令和〇年〇月～ ノー残業デーや定時退社の呼びかけをする

令和〇年〇月～ 業務の優先順位付けや業務分担の見直しを行う

必ず数値目標を定めてください。
（〇人以上、〇％以上など）

（ＮＧの例）

・法定の義務を果たすだけのもの

・現状把握・課題分析の結果を反映して
いないもの

・男女雇用機会均等法違反のもの

※ 自社において女性割合がすでに高く、活
躍している職種（例：事務職）や雇用形態
（例：パート）で、女性の採用を優先する
ような数値目標や取組内容にはできません。

※ 常用労働者数300人以下の企業は、目標は１つでも構いません。

※ 計画の外部公表は、「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホーム

ページなどで行う必要があります。

行動計画の例

２～５年の中期計画とすることが望ましいです。



１ 採用
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「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」

① 女性の競争倍率（応募者数／採用者数）×０．８ ＜ 男性の競争倍率

• すべての雇用管理区分（無期労働者のみ）について、年度ごとに算出した過去３年度分の競争倍率
の平均値が、上記の要件を満たす必要があります。

• 過去３年度の間に、女性または男性の採用がない年度がある場合は、この基準は使えません。以下
の②で判断することになります。

ｏｒ

正社員の女性割合 ≧ 産業平均値（または４割）

• 産業平均値は毎年統計値を基に設定され、厚生労働省ホームページに公表されます。

• 正社員の中に雇用管理区分がない場合は、正社員の女性割合のみで判断します。

②

正社員の基幹的な雇用管理区分の女性割合 ≧ 産業平均値（または４割）

例えば、
「総合職」
「一般職」
に分かれて
いる場合の
「総合職」

女性の正社員数

正社員数



２ 継続就業
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「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」

① 女性の平均勤続年数

• すべての雇用管理区分（無期労働者のみ）ごとに、上記の要件を満たす必要があります。

ｏｒ

• すべての雇用管理区分（期間の定めのない新規学卒採用者のみ）ごとに、上記の要件を満たす必要
があります。

• 「継続雇用割合」は、以下により算出された数値です。

②

男性の平均勤続年数
≧ ０．７

女性の継続雇用割合

男性の継続雇用割合
≧ ０．８

９～１１事業年度前に採用された労働者のうち、現在も雇用されている労働者数

９～１１事業年度前に採用された労働者の合計数

女性正社員の平均勤続年数 ≧ 産業平均値③

女性または男性のいない雇用管理区分があり、上記①、②による数値の算出ができない場合は、

以下の基準を使用できます。

１０年選手
が男女同じ
くらい育っ
てるかな？
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「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」

各月の法定時間外労働＋法定休日労働時間数

• 直近の事業年度１年分の各月について、すべての雇用管理区分ごとに、上記の要件を
満たす必要があります。

• 月の初日から末日まで勤務した労働者について算定します。

• 管理監督者や裁量労働制などの対象となる労働者は除外します。

• 上記の計算方法で算出しがたい場合は、以下でも可。

各月の労働者数
＜ ４５時間

各月の総労働時間数ー（法定労働時間数※×労働者数）

各月の労働者数

年間通して、
どの職種や雇
用形態でも、
長時間労働に
なっていな
い？

３ 労働時間等の働き方

※ 法定労働時間数：４０÷７×各月の歴日数

＜ ４５時間
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「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」

① 女性の管理職数

• 「管理職」は課長級以上を指します。

ｏｒ

• 年度ごとに算出した過去３年度分の昇進者割合の平均値が、上記の要件を満たす必要があります。

• 昇進者割合は、以下により算出します。

②

管理職数
≧ 産業平均値

課長級に昇進した女性の割合

課長級に昇進した男性の割合
≧ ０．８

課長級に昇進した労働者数

事業年度開始日の課長級より１つ下の職階の労働者数

一般的に「課長
代理」「課長補
佐」と呼ばれる
者は含めません。

４ 管理職比率
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「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」

直近の３事業年度のうち､以下ア～エについて、

・301人以上企業は２項目以上（非正社員がいる場合は必ずアを含むこと）
・300人以下企業は１項目以上

の実績を有すること

ア 女性の非正社員から正社員への転換（派遣労働者の雇入れを含む）

イ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

ウ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用

エ おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

ウ、エは、出産等で一度
離職した女性が、正社員
として雇用された実績が
あるかをみる趣旨です。

５ 多様なキャリアコース



えるぼし認定申請の手続き
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えるぼし認定の申請は、「基準適合一般事業主認定申請書」（様式第一号）に必要書類を添付して、郵送等により、

労働局に申請してください。

認定申請書様式（部分） 申請書記載の実績を明らかにする書類（部分）

女性活躍推進法特集ページ 検 索

認定申請書様式等は、厚生労働省ホームページ（女性活躍推進法特集ページ）からダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html



２ プラチナえるぼし認定基準
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えるぼし認定を受けた。

行動計画（２年以上５年以下）に定めた目標をすべて達成した。

「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」の

５つの項目すべてを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業デー

タベース」に公表した。

※ 「継続就業」「管理職比率」は、えるぼし認定よりも高い基準が

設定されています。

女性活躍推進法に基づく情報公表を、８項目以上、毎年「女性の活

躍推進企業データベース」に公表している。

男女の賃金の差異の状況について把握している。

男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任している。

＜主な認定基準＞

プラチナえるぼし
を受けると、行動
計画の策定・届出
等の義務が免除さ
れる代わりに、毎
年１回、女性活躍
推進取組状況を公
表することになり
ます。



３ 詳細な解説資料のご案内
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画、えるぼし認定に関する詳細な解説は、以下の資料をご参照ください。

策定パンフレット 認定パンフレット

厚生労働省ホームページ
「女性活躍推進法特集
ページ」に掲載されてい
るQAも参照してください。

女性活躍推進法特集ページ 検 索https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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【兵庫労働局ホームページ】

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/

■えるぼし認定（女性活躍推進法）についてのお問合せ先

兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課

場 所 神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー15Ｆ

電話番号 ＴＥＬ ０７８－３６７－０８２０

受付時間 ８時３０分～１７時１５分

（お問い合わせ先・関連資料など）

兵庫労働局 検索

■女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定方法等について

女性活躍推進法の改正により、令和4年4月1日から一般事業主行動計画の策定等の義務が101人以上の企業に拡大されたため、
300人以下の企業向けに状況把握・課題分析の方法からわかりやすくご説明している解説動画を、兵庫労働局ホームページにて
公開中です。ぜひご参照ください。

トップページ

＞男女均等、育児・介護、パート・有期

＞雇用均等関係

＞改正育児・介護休業法等解説セミナー

～育児・介護休業法・女性活躍推進法・労働施策総合推進法～

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/20211213seminar.html


